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第１ 改正育児・介護休業法及び 

改正育児・介護休業法施行規則等のポイント 
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施行期日：令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改改正正育育児児・・介介護護休休業業法法ののポポイインントト 

（（施施行行期期日日：：令令和和４４年年４４月月１１日日、、令令和和４４年年 1100 月月１１日日、、令令和和５５年年４４月月１１日日）） 
 

２２  有有期期雇雇用用労労働働者者のの育育児児・・介介護護休休業業取取得得要要件件のの緩緩和和  

 
（育児休業の場合） 
(1)引き続き雇用された期間が

１年以上 
(2)１歳６か月までの間に契約

が満了することが明らかでな

い 

令令和和４４年年３３月月 3311 日日ままでで 

 
 (1)の要件を撤廃し、(2)のみに 
 

※無期雇用労働者と同様の取り扱い（引

き続き雇用された期間が１年未満の 

労働者は労使協定の締結により除外

可） 

令令和和４４年年４４月月１１日日かからら 

※介護休業も同様です。 

１１  雇雇用用環環境境整整備備及及びび個個別別周周知知・・意意向向確確認認のの措措置置  

（（１１））育育児児休休業業をを取取得得ししややすすいい雇雇用用環環境境整整備備 

育児休業及び産後パパ育休（出生時育児休業）の申出が円滑に行われるようにするため、事

業主は以下のいずれかの措置を講じなければならない 
① 育児休業・産後パパ育休に係る研修の実施 
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備 
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休に関する制度及び育児休業取得促進に関する 

方針の周知 
 
（（２２））妊妊娠娠・・出出産産等等をを申申しし出出たた労労働働者者へへのの個個別別周周知知・・意意向向確確認認のの措措置置 

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主から個別に育児休業制度

等の周知及び休業の取得意向の確認を行わなければならない。 
※(1)(2)とも、産後パパ育休については、令和４年 10 月１日から対象 
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施行期日：令和４年 10 月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日：令和５年４月１日 

 

 

 

  

３３  産産後後パパパパ育育休休（（出出生生時時育育児児休休業業））のの創創設設  

４４  育育児児休休業業のの分分割割取取得得  

上記以外の育児休業の改正 
・１歳以降に育児休業を延長する場合の休業開始日の柔軟化により、１歳６か月（２歳）ま

での間で、夫婦交替で休業できる。（改正前は、１歳到達日（１歳６か月到達日）の翌日

を休業開始日とする必要があるため、交替できるのは１歳又は１歳６か月時点のみ。） 
・１歳６か月、２歳までの育児休業においても、特別な事情がある場合は再取得できる。 

 産産後後パパパパ育育休休  

（（出出生生時時育育児児休休業業））  

育児休業（R4.10.1～） 育児休業（～R4.9.30） 

対象期間 子子のの出出生生後後８８週週間間以以内内

にに４４週週間間ままでで  

原則子が１歳（最長２

歳）まで 
原則子が１歳（最長２

歳）まで 
申出期限 原原則則２２週週間間前前ままでで  原則１か月前まで 原則１か月前まで 

分割取得 ２２回回ままでで  ２２回回ままでで  原則分割不可 

休業中の就業 労労使使協協定定をを締締結結ししてていい

るる場場合合にに限限りり、、労労働働者者

がが合合意意ししたた範範囲囲でで休休業業

中中にに就就業業すするるここととがが可可

能能（（就就業業日日数数等等のの上上限限

あありり））  

原則就業不可 原則就業不可 

 

５５  育育児児休休業業等等のの取取得得状状況況のの公公表表【【大大企企業業対対象象】】  

常時雇用する労働者数が 1,000 人超の事業主は、毎年少なくとも１回、男性の育児休業等の

取得状況を公表しなければならない。 
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・半日単位での取得が可能 
・１日の所定労働時間が４時 

間以下の労働者は取得でき 
ない 

令令和和２２年年 1122 月月 3311 日日ままでで 

・時間単位での取得が可能 
・全ての労働者が取得できる 

令令和和 33 年年 11 月月 11 日日かからら 

改改正正内内容容：：「「子子のの看看護護休休暇暇」」「「介介護護休休暇暇」」がが時時間間単単位位でで取取得得可可能能にに

（（施施行行期期日日：：令令和和３３年年１１月月１１日日）） 

①職場における育児休業等に関するハラスメントについて、労働者が事業

主に対して相談を行ったこと等を理由とする事業主による不利益取扱い

の禁止を規定 

②職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業

主及び労働者の責務を規定 

改改正正内内容容：：育育児児休休業業等等にに関関すするるハハララススメメンントトのの防防止止対対策策のの強強化化 

改改正正育育児児・・介介護護休休業業法法施施行行規規則則等等ののポポイインントト 

（（施施行行期期日日：：令令和和２２年年６６月月１１日日）） 
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